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評価対象 評価符号 

SMBC日興証券 

 

【会社概要】 
日本の三大金融グループの一角を占める三井住友フィナンシャルグル

ープの中核証券会社。 

【評価維持】 
適切な動機付けのため、従業員の満足度を高める取り組みを相次ぎ打ち出すなど、独自

の施策を講じている点を引き続き高く評価し、「S」を維持した。「モデルポートフォリオ」

を策定し、適切な資産配分を提案する新たな取り組みに注目したい。 

 
評価のポイント 

１．顧客本位の業務運営に係る方針等の策定・公表等 

三井住友フィナンシャルグループはグループ各社が参加する様々な会議での議論を

通じてグループ一体で顧客本位の業務運営（Fiduciary Duty：FD）を推進している。

SMBC日興証券単体ではFDに関する施策を担当する専門部署を大幅に拡充している。 

２．顧客の最善の利益の追求 

顧客に最善の利益を提供するために必要と思われる、「高度な専門性」を社員に習得

させる各種研修や資格取得の支援制度が充実している。「経営理念ミーティング」など

FD を企業文化として定着させるための取り組みも適切に行われている。 

３．投信販売方針策定及び販売、レビュー 

販売ツールや情報提供など、営業員へのサポート体制が引き続き、非常に充実してい

る。足元では「モデルポートフォリオ」の策定による、リスク許容度に応じた運用提案

を始めており、今後どのように定着するか注目したい。 

４．取扱投信の選定・モニタリング 

明確なプロセスの下、定量・定性両面での評価を行い、取扱投信の選定やモニタリン

グを行っている。外部の評価情報を活用した販売後のモニタリング面では、足元で強化

を続けている。 

５．従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 

営業店の評価は、FD に関する取り組みを定量的に測って反映させる施策を始め、定

着をはかっている。「従業員が幸福でなければ顧客が幸福になれない」という考えの下、

従業員の満足度向上策にも余念がない。 
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「R&I 顧客本位の投信販売会社評価」について 
 

銀行、証券会社などが、いかに投資信託の販売において「顧客本位の業務運営」を行って

いるか、その取組方針や取組状況を依頼に基づき、中立的な第三者の立場から評価します。

投資信託の購入に際してアドバイスを必要としている個人投資家が販売会社を選ぶ際に、

この評価を参考指標として利用することを想定しています。 
評価符号とその定義は以下の通りです。 
 

符号 定義 

SS 顧客の最善の利益を図るための取組みが十分に行われており、非常に多く

の優れた要素がある。 

S 顧客の最善の利益を図るための取組みが行われており、多くの優れた要素

がある。 

A 顧客の最善の利益を図るための取組みが行われており、優れた要素があ

る。 

B 顧客の最善の利益を図るための取組みが行われているが、改善すべき要素

がある。 

C 顧客の最善の利益を図るための取組みが不十分であり、改善すべき要素が

多い。 

（注）S と A については、上位評価に近いものにプラスの表示をし、それぞれ S+、A+と表

示することがあります。プラスも符号の一部です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
R&I 顧客本位の投信販売会社評価は、投信販売業務を行う金融事業者の「顧客本位の業務

運営」に関する R&I の意見であり、事実の表明ではありません。十分信頼できると判断さ

れる情報源からの情報に基づき評価を実施していますが、その情報の正確性、完全性を保証

するものではありません。この評価情報の利用によって何らかの損害が発生した場合、その

原因がいかなるものであれ、R&I は一切の責任を負わないものとします。R&I 顧客本位の

投信販売会社評価は R&I 投信定性評価・定量評価レーティングとはそれぞれ独立のもので

あり、互いの評価に影響を与えるものではありません。R&I 顧客本位の投信販売会社評価

の業務は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２

８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）

です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要

請されています。 
 


